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1ランク上のシニアライフの話  

二種類の成年後見制度 
認知症で判断能力が低下

遺産分割協議が必要なの
に、自分で物事を判断でき
なくなってしまったというよ
うな場合のために成年後
見制度があります。
そして、成年後見制度には、

法定後見制度と任意後見
制度の二種類があります。
法定後見制度は判断能力
が衰えてからの制度で、裁
判所が成年後見人等を選
任します。

一方、任意後見制度は、十
分な判断能力があるうち
に、自分で代理人を選任し
ておく制度です。
後見人の権限などは登記さ
れます。
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